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１．背景

航空法（昭和２７年法律第２３１号）第３９条第１項においては、国際標準を定め

た国際民間航空条約第１０附属書の規定に基づき、航空保安施設の設置許可について

の審査基準を規定しており、同規定を受けた航空保安無線施設の位置、構造等の具体

的な基準については、航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号。以下「規則」

という ）第９９条において定めているところ。。

今般、国際民間航空条約第１０附属書に規定するＶＯＲ（超短波全方位式無線標識

施設）及びＤＭＥ（距離測定装置）の基準が改正されることに伴い、我が国において

も同条約の定める基準に沿って、規則を以下のように改正することとする。

２．改正の概要

現状の航空機搭載装置の性能及び運用要件を踏まえ、以下の航空保安無線施設に係

る設置基準を改正する。

(１)ＶＯＲの最低基準要件の変更（施行規則第９９条第１項第６号ホ、ト及びヲ関係）

①振幅変調の変調度

・副変調波による振幅変調：２８～３２％ → ２０～５５％

・可変位相信号（ドプラーＶＯＲにあっては、基準位相信号 ：）

２８～３２％ → ２５～３５％

②ドプラーＶＯＲの可変位相信号による周波数変調の変調指数：

１５以上１７以下 → １５以上１７以下（仰角が５度以下）

１１以上（仰角が５度を超えて４０度以下）

(２)タカン及びＤＭＥの最低基準要件の変更（規則第９９条第１項第７号ノ、オ、ヤ及

びマ並びに同項第９号タ関係）

①識別符号の要件

・速度： １分間に７語 → １分間に６語以上

・送信時間： ５秒を超えないこと → １０秒を超えないこと

・送信間隔： ３０秒間に１回以上 → ４０秒間に１回以上



・ＶＯＲとＩＬＳと組み合わされて使用される送信間隔：

３０秒間を４以上に等分した一期間 → ４０秒間を４以上に等分した一期間

②受信装置の最大感度：

１ﾜｯﾄを基準としてﾏｲﾅｽ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 →125
（ ）１ﾜｯﾄを基準としてﾏｲﾅｽ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 当該施設の有効範囲が を超える場合125 56km

１ﾜｯﾄを基準としてﾏｲﾅｽ ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下（当該施設の有効範囲が 以下の場合）115 56km

３．今後のスケジュール（予定）
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